
旧東京電機大学跡地整備について

位置図

神保町駅

旧千代田保健所

新 神田警察署

旧東京電機大学5号

神田警察通り
平成26年～28年整備予定

＊自転車道の整備

○地区計画のルールとして法的な担保を図る

＊交通施設、広場・植栽、防災機能、地域交流機能

◎神田錦町北部周辺地区地区計画の変更

○求めていくものを具現化するために、神田警察署の敷

地と一体的に整備する必要がある

◎神田警察署の移転

○求めていく機能の早期実現を図る

＊交通施設の整備を早急に進めて行く必要がある

＊オリンピック開催時の来街者も視野に入れる

◎新神田警察署の竣工を待たずに、

現神田警察署を早急に移転する。

◎地域内にある、旧千代田保健所を

神田警察署の仮庁舎として使用する。

オープンスペースと建物内を含めた帰宅困難者一時収容施設の整備【防災拠点としての整備】

・カンファレンス部分を活用した帰宅困難者の一時収容施設

公園+敷地内の空地

帰宅困難者の一時収容、避難場所

・防災備蓄倉庫や災害・交通情報発信機能

カマド型ベンチ

マンホールトイレ

民間敷地
公園

※道路付替え

育 成 用 途

災害時対応
役割分担・連携

★東京都防災計画（Ｈ19修正）
・誘導場所に誘導された駅周辺の滞留者や路上等の屋外で被災した外出者
　のうち、帰宅が可能になるまで待機する場所がない者を一時的に収容す
　る施設を確保する必要がある。

・一時収容施設は、公共施設や民間事業所を問わず広く確保する。

・地元の大規模集客施設（ﾎｰﾙ、映画館、学校など）の事業者との間で、
　一時収容場所の提供に関する協定を締結するよう努める。

自転車道の整備を考慮した駐輪施設

建物低層部に飲食店等を配置し賑わいも誘導誰もが利用できる時間貸し駐車場や荷捌き場

警察通り沿道に不足している広場・緑地を創出 災害時情報発信地としての機能

災害時、ホール等を帰
宅困難者等の収容施設
として活用

マンホールトイレ
（広場に設置） 建物内外での地域共生イベント

旧東京電機大学跡地整備に求めていくもの

進めていく上でのポイント

○神田警察通りの整備を見据えた

交通施設の整備

○ 広場・緑地の確保 ○ 防災機能の創出 ○ 地域交流機能の創出

神田錦町北部周辺地区地区計画範囲

資料2

旧東京電機大学跡地

平成24年3月移転

現 神田警察署


